
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経協インフラ事
業への対応

1. 問題の所在：
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、本邦企業が職員を帰国させる場

合、事業の一時中断等が認められず帰国させられない、あるいは事業の一
時中断対応ができないまま帰国を余儀なくされる事態となっている。

2. 支援の全体像：
上記を踏まえ、我が国政府として、受注者・施主間の契約を前提に、事

業の一時中断等に対する支援を検討するもの。
①完工前の融資組成完了・着工及び完工期限の延長交渉や、事業の一時中

断・延期交渉の円滑化支援を行う。
②完工後の売電代金等の安定支払や、不可抗力の認定と事業の一時中止

について、相手国政府等に誠実な契約履行がなされるよう働きかける。
③契約履行の継続・再開の際に必要となる感染拡大防止のための措置等に

つき、実施機関である相手国政府等による主体的な対応を働きかける。
④相手国政府や契約相手側に対して、新型コロナウイルスに伴い生じる追

加経費の負担も、下記3.～4.のとおり、可能な範囲で行う。
⑤事業継続する企業には、JBICやNEXIなどによる金融支援を行う。
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3. ODAにおける具体的な支援

①事業の一時中断や工期延長交渉は、一義的には本邦企業が行うものであ
り、契約当事者間の合意が困難な場合、契約に従った紛争解決を促す。

②一方、契約当事者間の交渉が難航する場合は、在外公館やJICA事務所も
連携しつつ、相手国政府に誠実な契約履行がなされるよう働きかける。

③契約履行の継続・再開の際に必要となる感染拡大防止のための措置等に
つき、実施機関である相手国政府等による主体的な対応を働きかける。

④在外公館に対し相手国政府から、事業の一時中断で生じる追加経費に関
する相談・要請があった場合、在外公館は外務省に共有し、外務省は、
案件毎に精査し、必要に応じ関係省庁と協議の上、相手国政府の対応振
りも十分に見極めつつ、やむを得ない場合には、追加経費の負担などを
含む対応方針を検討する。
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4. OOF等における具体的な支援

①在外公館、公的金融機関及び官民ファンドは、ODAにおける支援（3.①～
③参照）と同様に、事業一時中断・工期延長など、契約相手側に誠実な契
約履行がなされるよう働きかける。

②プロジェクトのストラクチャー等を十分に踏まえつつ、立場上適切な場合、
以下のとおり、支援の在り方を検討・取り組む（次頁関係図参照）。

a. プロジェクトのレンダー(JBIC）として、事業の所管官庁や関連国営企
業等に、売電契約等に規定された（イ）融資組成完了・着工期限の延長、
（ロ）完工期限延長、（ハ）売電代金等の安定支払等を求める働きかけ
を行う。

b. プロジェクトの保険提供者（NEXI）として、上記（イ）～（ハ）に加え、
協調する他国ECAなどに一時的返済猶予等を求めるための働きかけを行
うと共に、事業一時中断となった場合の固定費等の損失を保険でカバー
する。

c. プロジェクトの共同参加者（JOIN、JICT）として、事業計画に多大な影
響が見込まれる場合、本邦事業関係者の要請に応じ、追加支援により合
理的な継続性が見込まれる場合は追加的な投融資等を検討する。

d. JICA海外投融資においては、出融資先の価値毀損の抑制を行いつつ、開
発効果発現に努めるべく、必要に応じ、出融資先に対する資金繰り支援
を検討する。

③ 各省等によるFS事業等：個別案件毎の事情に応じて、適切な場合、実施内
容の変更・実施期間の延長に柔軟に対応。 3
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また、海外事業を継続する企業に対しては、以下の金融支援を行う。
<JBIC>
❍成長投資ファシリティ・新型コロナ危機対応緊急ウインドウ：コロナの
影響を受けた海外事業に対し追加融資等必要な支援を実施するもの（こ
のほか、コロナ感染防止等に資する事業に対する支援あり）。

<NEXI>
❍ 輸出保険及び投資保険で新型コロナウイルスによる損失をカバー

本邦事業者が輸出を行った貨物が新型コロナウイルスの影響で荷揚
げが遅れて生じた追加コストや，本邦事業者の海外拠点が新型コロナ
ウイルスの影響により１ヶ月以上の事業休止となった場合の固定費等
の損失を保険でカバーする。

❍ 海外日系子会社運転資金支援
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を踏まえ，海外で事

業活動を行う日系子会社の資金ニーズに応えるため，インフラ協力事
業に加え，海外事業資金貸付保険を活用し運転資金の調達を支援する。
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